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１　人事委員会

（１）人事委員

（令和 3 年 3 月 31 日現在）

（２）人事委員会の開催状況

①開催回数

令和 2 年 4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

令和 3 年 1 月

2 月

3 月

計

委　員

吉岡　正憲 平成27. 8. 1 令和5. 7.31

平成28. 10. 17山口　幸雄 令和6.10.16

職

委員長

委　員

井手　和英

平成21.12.24

氏　　名 就任年月日

平成28.10.21

委員長就任

前　　職　　等

3 3 13 3 0 1 17

任期満了期日

0 0 1

開　催　回　数

2 2

定例会 臨時会 計

2

3 3 5 1 1 6 13

1

2 1 2 113 3 6

1 1 5 133 3 6

1 1 4 93 3 3

1 2 4 163 1 4 9

0 1 2 123 3 9

1 1 2 123 3 8

0 0 2 53 3 3

1 1 5 163 3 9

3 1 1 173 3 12

14 10 35 14335 1 36 84

（現）株式会社筑邦銀行
　　　相談役

 (元）福岡県福祉労働部長

（現）弁護士
（現）福岡大学法科大学院
　　　非常勤講師

令和3.12.23

議　　事　　事　　項　　数

報告
事項

協議
事項

その他
の事項

計議案

1



②議事内容

第 1 回定例会 【議案】
( ) 1

2

【報告事項】
※
※

第 2 回定例会 【議案】
( ) 3

4
【報告事項】
※ 夏季休暇（特別休暇）の取得可能期間特例措置について

第 3 回定例会 【議案】
( ) 5

6
7

8

9

10

11 議会に提出される条例案に対する意見について
12

13

【その他の事項】
※ 令和元年（審）第２号事案に係る第１回口頭審理調書について

第 4 回定例会 【その他の事項】
( ) ※ 職員採用試験の延期状況について

第 5 回定例会 【議案】
( ) 14 福岡県の職員の任用に関する規則の施行細則の一部改正について

第 6 回定例会 【その他の事項】
( ) ※

福岡県の職員の任用に関する規則の一部を改正する規則の制定につい
て

職員採用試験の合格基準、合格者決定方法及び順位の一部改正につい
て

令和２年度福岡県職員採用選考試験（前期）の実施決定について
選考職の承認及び就職氷河期世代を対象とする採用選考試験の実施決
定について
民間企業等職務経験者採用試験の合格基準、合格者決定方法及び順位
の一部改正について

令和２年度福岡県職員採用（Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類・民間企業等職務経験者）
試験の施行決定について

福岡県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則の一
部を改正する規則の制定について

特定大規模災害等に対処するための特殊勤務手当の特例に関する条例
の施行規則の制定について

開催回数及び
開催年月日

2.4.17

採用選考について

令和２年度福岡県警察官採用試験の試験日程等の変更について

議　　　　　　　　　　　　　　事

2.4.3

福岡県の職員の管理職手当に関する規則第２条第２項ただし書の規定に
基づく職の指定について

事務局職員の発令について

2.4.27

2.5.27

就職氷河期世代を対象とする職員採用選考試験の合格基準、合格者決
定方法及び順位の制定について

新型コロナウイルス感染症の患者、疑似症患者に相当すると認める者の指
定について

2.6.9 新型コロナウイルス感染症に関する職員採用試験（Ⅰ類、Ⅱ類農業、選考
（前期））の対応について

2.5.20

2



開催回数及び
開催年月日

議　　　　　　　　　　　　　　事

第 7 回定例会 【議案】
( ) 15

16

【協議事項】
※ 令和元年（審）第１号事案に係る裁決書（案）について
【その他の事項】
※ 職員の懲戒処分について
※ 公平委員会事務受託町職員の懲戒処分等について

第 8 回定例会 【議案】
( ) 17 審査請求の裁決について

18

19

【報告事項】
※ 採用選考について
【その他の事項】
※ 令和２年職種別民間給与実態調査の実施について
※ 地公労会見（令和２年春）について
※ 公務労組連絡会からの要請書について

第 9 回定例会 【議案】
( ) 20

第 10 回定例会 【議案】
( ) 21

22 不利益処分についての審査請求に係る審査事務の委任の解除について
23 不利益処分についての審査請求に係る審理委員長の指名について
24

【その他の事項】
※ 公務公共サービス労働組合協議会地方公務員部会からの要請書について

第 11 回定例会 【議案】
( ) 25

【協議事項】
※ 令和元年（審）第２号事案に係る裁決書（案）について
【報告事項】
※ 採用選考について
※

【その他の事項】
※

公益的法人等への福岡県職員の派遣等に関する規則の一部を改正する
規則の制定について

第１８３回福岡県職員採用（Ⅰ類・Ⅱ類農業）試験の第１次試験合格者の
決定について

福岡県職員の退職手当に関する条例の施行に関する規則の一部を改
正する規則の制定について

令和２年７月豪雨の被害に伴う職員の職務専念義務免除に係る専決
について

2.7.21

令和２年度福岡県職員採用選考試験（前期）の第１次試験合格者の決定
について

2.6.26

2.7.6

2.7.10

令和２年度警察官Ｂ（早期採用男性・女性）採用第１次試験の状況
について

公平委員会の事務の委託を受けている町の管理職員等の範囲を定める
規則の一部を改正する規則の制定について

福岡県職員の特殊勤務手当に関する条例の施行規則の一部を改正する
規則の制定について

福岡県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則の一
部を改正する規則の制定について

2.6.17 警察官Ａ・Ｂ（男性・女性）採用試験の合格基準、合格者決定方法及び順
位の一部改正について

3



開催回数及び
開催年月日

議　　　　　　　　　　　　　　事

第 12 回定例会 【議案】
( ) 26

27 審査請求の裁決について
【報告事項】
※ 採用選考について
【その他の事項】
※

※ 令和２年職種別民間給与実態調査について

第 13 回定例会 【議案】
( ) 28 令和２年度福岡県職員採用選考試験（前期）の最終合格者の決定について

29 選考職の承認及び障がい者を対象とする採用選考試験の実施決定について
30 採用選考について
31 昇任選考について
【その他の事項】
※ 令和２年度警察官Ａ（男性）採用共同試験（熊本県）の状況について

第 14 回定例会 【協議事項】
( ) ※

【その他の事項】
※ 令和２年度警察官Ｂ（第１回）採用試験の状況について
※ 令和元年（審）第３号事案に係る第１回口頭審理調書について

第 15 回定例会 【議案】
( ) 32 選考職の承認及び職務経験者採用選考試験の実施決定について

【協議事項】
※

【報告事項】
※ 採用選考について

第 16 回定例会 【議案】
( ) 33 採用選考について

34

【その他の事項】
※ 公平委員会事務受託町職員の懲戒処分について

第 17 回定例会 【その他の事項】
( ) ※

※ 令和２年度警察官Ａ（男性）採用共同試験（熊本県）の状況について
※ ２０２０年度人事委員会の早期勧告を求める要求書

第１８３回福岡県職員採用（Ⅰ類・Ⅱ類農業）試験の最終合格者の決定及
び採用候補者名簿の確定について

令和２年福岡県の職員の給与等に関する報告及び勧告について（第２回
協議）

公益的法人等への福岡県職員の派遣等に関する規則の一部を改正する
規則の制定について

2.9.16

2.9.8

2.9.25

令和２年福岡県の職員の給与等に関する報告及び勧告について（第１回
協議）

令和２年度警察官Ａ（第１回男性・女性・武道指導）及び警察官Ｃ採用第１
次試験の状況について

2.8.7

2.8.17

2.8.26

令和２年度警察官Ａ（第１回男性・女性・武道指導）及び警察官Ｃ採用試験
の状況について

4



開催回数及び
開催年月日

議　　　　　　　　　　　　　　事

第 18 回定例会 【議案】
( ) 35

36

37 令和２年度福岡県職員採用選考試験（後期）の実施決定について
【報告事項】
※ 夏季休暇（特別休暇）の取得可能期間特例措置について
【その他の事項】
※ 職員の懲戒処分について

第 19 回定例会 【議案】
( ) 38

39 不利益処分についての審査請求に係る審査事務の委任について
40 不利益処分についての審査請求に係る審理委員長の指名について
【協議事項】
※ 令和２年福岡県の職員の給与に関する報告及び勧告について（第３回協議）
【その他の事項】
※ 公務労組連絡会からの要請書について

第 1 回臨時会 【議案】
( ) 41 福岡県の職員の給与に関する報告及び勧告について

第 20 回定例会 【議案】
( ) 42 不利益処分についての審査請求に係る審査事務の委任の解除について

43 不利益処分についての審査請求に係る審理委員長の指名について
【協議事項】
※

【その他の事項】
※ 令和２年度警察官採用試験（第２回）の状況について
※ 令和元年（審）第３号事案に係る第２回口頭審理調書について

第 21 回定例会 【議案】
( ) 44

【協議事項】
※ 令和２年福岡県の職員の給与等に関する報告について（第５回協議）

第 22 回定例会 【議案】
( ) 45 福岡県の職員の給与等に関する報告について

46

【その他の事項】
※ 公務公共サービス労働組合協議会地方公務員部会からの要請書について

2.10.15

2.11.12

2.10.13

2.10.2 第１８４回福岡県職員採用試験（民間企業等職務経験者）の第１次試験合
格者の決定について

就職氷河期世代を対象とする福岡県職員採用選考試験の第１次試験合
格者の決定について

2.10.30

第１８５回福岡県職員採用試験（Ⅱ類・Ⅲ類）の第１次試験合格者の決定
について

令和２年福岡県の職員の給与等に関する報告及び勧告について（第４回
協議）

2.11.6 第１８５回福岡県職員採用試験（Ⅱ類・Ⅲ類）の最終合格者の決定及び採
用候補者の確定について

令和２年度障がい者を対象とする福岡県職員採用選考試験の第１次試験
合格者の決定について

5



開催回数及び
開催年月日

議　　　　　　　　　　　　　　事

第 23 回定例会 【議案】
( ) 47

48 議会に提出される条例案に対する意見について
49

50 解雇予告除外認定について
51 職務に専念する義務の免除の廃止について
52 特地公署等の指定基準の改正について
【その他の事項】
※ 警察官Ｂ（男性）採用共同試験（熊本県）の状況について

第 24 回定例会 【報告事項】
( ) ※ 各都道府県・政令市等の令和２年人事委員会報告・勧告の状況

【その他の事項】
※ 職員の懲戒処分について

第 25 回定例会 【議案】
( ) 53

54

55 職務に専念する義務の免除について
56 宿直又は日直勤務の許可について
【協議事項】
※ 令和元年（審）第３号事案に係る裁決書（案）について

第 26 回定例会 【議案】
( ) 57 令和２年度福岡県職員採用選考試験（後期）の最終合格者の決定について

58

59

60 審査請求の裁決について
【その他の事項】
※ 障がい者採用選考試験における採用者の勤務状況等調査について

第 27 回定例会 【その他の事項】
（ ） ※

第 28 回定例会 【議案】
（ ） 61 特定任期付職員の採用について

2.11.25

3.1.13

3.1.20

2.12.14

令和２年度福岡県職員採用選考試験（後期）の第１次試験合格者の決定
について

第64回全国人事委員会連合会公平審査事務研修会開催協議会の設置
について

第１８４回福岡県職員採用試験（民間企業等職務経験者）の最終合格者の
決定及び採用候補者名簿の確定について

職務経験者採用選考試験（心理判定員）における事務主査採用選考基準
の制定について

2.12.1

2.12.23

令和２年度警察官採用試験（第２回）及び警察官Ｂ（男性）採用共同試験
（熊本県）の状況について

就職氷河期世代を対象とする福岡県職員採用選考試験の最終合格者の
決定について

令和２年度障がい者を対象とする福岡県職員採用選考試験の最終合格
者の決定について

6



開催回数及び
開催年月日

議　　　　　　　　　　　　　　事

第 29 回定例会 【議案】
( ) 62 令和３年度福岡県警察官採用試験の施行決定について

63 特地公署等の見直しについて
【その他の事項】
※ 職員の懲戒処分について

第 30 回定例会 【議案】
( ) 64

65 採用選考について
66 昇任選考について
【その他の事項】
※ 選考試験における追加合格制度の見直しについて

第 31 回定例会 【議案】
( ) 67 一般任期付職員の採用について

68 宿直又は日直勤務の許可について
69

【協議事項】
※ 警察行政採用試験の権限の警察本部長への委任について
【その他の事項】
※

第 32 回定例会 【議案】
( ) 70 議会に提出される条例案に対する意見について

71

72 特定感染症等の承認について
【報告事項】
※ 採用選考について
【その他の事項】
※ 職員が司法修習を希望する場合の取扱いについて
※ 令和２年度労働基準法等の施行状況に関する調査結果について
※ 長期係属事案の処理状況について

第 33 回定例会 【議案】
( ) 73

74
75

76

77 行政手続における押印の義務付けの見直しについて
【その他の事項】
※ 人事委員会における令和３年度の課題について

採用選考について

3.2.26

3.1.28

3.2.17

公平委員会の事務の委託を受けている町の管理職員等の範囲を定める
規則の一部を改正する規則の制定について
福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の
制定について

3.3.9 一般任期付職員の採用について
「福岡県の職員の任用に関する規則の施行細則」の一部改正について

公務労組連絡会及び公務公共サービス労働組合協議会地方公務員部会
からの要請書について

新型コロナウイルス感染症の患者、疑似症患者に相当すると認める者の適
用期間の変更について

特定大規模災害等に対処するための特殊勤務手当の特例に関する条例
の施行規則第２条第２項第２号に規定する人事委員会がこれらに相当する
と認める作業の承認について

3.2.12

7



開催回数及び
開催年月日

議　　　　　　　　　　　　　　事

第 34 回定例会 【議案】
( ) 78 採用選考について

79 昇任選考について
80

81 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則の制定について
82 解雇予告除外認定について
【協議事項】
※ 警察行政採用試験の権限の警察本部長への委任について
【報告事項】
※ 採用選考について
※ 第64回全国人事委員会連合会公平審査事務研修会の開催方法について

第 35 回定例会 【議案】
( ) 83 事務局職員の発令について

84

【報告事項】
※ 採用選考について

公益的法人等への福岡県職員の派遣等に関する規則の一部を改正する
規則の制定について

3.3.18

3.3.26

福岡県の職員の級別標準職務を定める規則の一部を改正する規則の制
定について

8



（３）例規の制定改廃状況

①規則

規則
番号

規　則　名 概　　　要
公布年月日

(施行・適用年月日)

Ｒ２年
16

福岡県の職員の任用に関す
る規則の一部を改正する規則

民間企業等職務経験者採
用試験の受験資格である
「民間企業等における職務
経験」に、公務員としての
職務経験を追加すること、
また、採用選考を行う職の
整理に関する規定の整備

Ｒ２．４．１７公布
（Ｒ２．４．１７施行）

17

福岡県会計年度任用職員の
勤務時間、休暇等の基準に
関する規則の一部を改正する
規則

国の非常勤職員の取扱い
に準じた改正

Ｒ２．５．１５公布
（Ｒ２．５．１５施行）

18

特定大規模災害等に対処す
るための特殊勤務手当の特
例に関する条例の施行規則

新型コロナウイルス感染症
の防疫等作業手当の支給
に関する規則の制定

Ｒ２．５．１公布
（Ｒ２．４．１適用）

19

公益的法人等への福岡県職
員の派遣等に関する規則の
一部を改正する規則

派遣先団体の名称変更に
伴う規定の整備

Ｒ２．６．３０公布
（Ｒ２．４．１適用）

20

福岡県会計年度任用職員の
勤務時間、休暇等の基準に
関する規則の一部を改正する
規則

夏季休暇の付与基準を国
の非常勤職員同様とする
改正

Ｒ２．６．２９公布
（Ｒ２．６．２９施行）

21

公平委員会の事務の委託を
受けている町の管理職員等の
範囲を定める規則の一部を改
正する規則

受託町の組織改正に伴う
規定の整備

Ｒ２．６．２９公布
（Ｒ２．７．１施行）

22

福岡県職員の退職手当に関
する条例の施行に関する規則
の一部を改正する規則

雇用保険法施行規則の一
部改正に伴う規定の整備

Ｒ２．７．２８公布
（Ｒ２．５．１適用）

23

福岡県職員の特殊勤務手当
に関する条例の施行規則の
一部を改正する規則

家畜伝染病予防法の一部
改正に伴う規定の整備

Ｒ２．８．７公布
（Ｒ２．７．１適用）

24

公益的法人等への福岡県職
員の派遣等に関する規則の
一部を改正する規則

派遣先団体の追加及び削
除に伴う規定の整備

Ｒ２．９．２９公布
（Ｒ２．１０．１施行）

Ｒ３年
1

公平委員会の事務の委託を
受けている町の管理職員等の
範囲を定める規則の一部を改
正する規則

受託町の組織改正に伴う
規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

9



2

福岡県職員の勤務時間、休
暇等に関する規則の一部を改
正する規則

休憩時間の一斉付与の例
外規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

3

福岡県職員の育児休業等に
関する規則の一部を改正する
規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

4

福岡県の退職管理に関する
規則の一部を改正する規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

5

福岡県人事委員会聴聞及び
弁明の機会の付与の手続に
関する規則の一部を改正する
規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

6

勤務条件に関する措置の要
求に関する規則の一部を改正
する規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

7

不利益処分についての審査
請求に関する規則の一部を改
正する規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

8

福岡県職員の退職手当に関
する条例第十八条第三項の
規定による意見陳述の機会の
付与の手続に関する規則の
一部を改正する規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

9

福岡県立学校の学校医、学
校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償の審査の申立
てに関する規則の一部を改正
する規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

10

福岡県職員の給与に関する
条例等の施行に関する規則
の一部を改正する規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

11

福岡県職員の特殊勤務手当
に関する条例の施行規則の
一部を改正する規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

12

福岡公立学校職員の特殊勤
務手当に関する条例の施行
規則の一部を改正する規則

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

13

管理職員等の範囲を定める規
則の一部を改正する規則

知事部局及び教育委員会
の組織改正に伴う規定の
整備

Ｒ３．３．３０公布
（Ｒ３．４．１施行）

10



14

福岡県の職員の級別標準職
務を定める規則の一部を改正
する規則

教育委員会の組織改正に
伴う規定の整備

Ｒ３．３．３０公布
（Ｒ３．４．１施行）

15

公益的法人等への福岡県職
員の派遣等に関する規則の
一部を改正する規則

派遣先団体の名称変更に
伴う規定の整備

Ｒ３．３．２９公布
（Ｒ３．４．１施行）

②告示

告示
番号

告　示　名 概　　　要
公布年月日

(施行・適用年月日)

Ｒ３年
1

不利益処分についての審査
請求に関する書面の様式を定
める規程の一部を改正する告
示

押印義務付けの見直しに
伴う規定の整備

Ｒ３．３．１９公布
（Ｒ３．４．１施行）

11



③通知

任用関係

通知番号 概　　　要
発出年月日
適用年月日

２人委任
第３０号

採用選考の職の整理に伴う
規定の整備、警察官Ｂ（早
期採用女性）の追加及び男
女別記載欄の削除に伴う様
式の改正等

Ｒ２．４．１７
Ｒ２．４．１７適用
（様式についてはＲ
２．５．１適用）

２人委任
第２３２号

採用選考の職の整理に伴う
改正

Ｒ２．５．２７
Ｒ２．５．２７適用

２人委任
第４５８号

警察官採用試験における体
力検査の検査項目等の変
更に伴う改正

Ｒ２．６．１７
Ｒ２年度採用試験
から適用

２人委任
第１３２５号

経験者選考試験の最終合
格者から事務主査採用選考
を行う際に必要な選考基準
の制定

Ｒ２．１２．２３
Ｒ２．１２．２３適用

２人委任
第１６７２号

司法修習を受講するために
離職していた者が、司法修
習の期間を満了し復帰する
際の選考方法等についての
規定の整備

Ｒ３．３．９
Ｒ３．４．１適用

給与関係

通知番号 概　　　要
発出年月日
適用年月日

２人委給
第１０１４号

行政手続きにおける押印義
務付けの見直し等

Ｒ３．３．１７
Ｒ３．４．１適用

「福岡県の職員の任用に関
する規則の施行細則」及び
「福岡県の職員の任用に関
する規則等の運用につい
て」の一部改正について

通　知　名

「福岡県職員の給与に関す
る条例等の施行に関する規
則の運用について」の一部
改正について

通　知　名

「福岡県の職員の任用に関
する規則等の運用につい
て」の一部改正について

福岡県の職員の任用に関
する規則の施行細則の一部
改正について

警察官Ａ・Ｂ（男性・女性）採
用試験の合格基準、合格者
決定方法及び順位の一部
改正について

「職務経験者選考試験（心
理判定員）における事務主
査採用選考基準」の制定に
ついて

12



（４）条例案に対する意見の提出

番号

R2.4.30 90 同意します。

R2.12.1 155

160

161

同意します。

同意します。

同意します。

R3.2.26 23

24

25

同意します。

同意します。

同意します。

福岡県職員の給与に関する条例等の一部を改
正する条例の制定について（第７条を除く。）

福岡県公立学校職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

福岡県警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

特定大規模災害等に対処するための特殊勤務
手当の特例に関する条例及び福岡県税条例の
一部を改正する条例の制定について（第１条に
限る。）

福岡県公安委員会の委員の服務の宣誓に関
する条例及び福岡県警察職員の服務の宣誓に
関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて（第２条に限る。）

提　出
年月日

特定大規模災害等に対処するための特殊勤務
手当の特例に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

意　見
議　　　　　　　案

件　　　名

13



２　人事委員会事務局

事務局次長

（兼任用課長）

任 任

用

用 試

験

課 班

職

員

係

○財務会計に関すること。

○委員及び委員会の会議に関すること。

○職員の採用選考に関すること。

○職員採用の競争試験に関すること。

給
与
係

○勤務時間その他の勤務条件に関すること。

○人事制度の総合的調査研究に関すること。

（１）組織（令和３年４月１日現在）

（２）事務分掌

担当者（９名）

所　　掌　　事　　務

○職員の昇任選考に関すること。

　　定数　２５名

給与公平課長

課、係名等

（任用試験班長）

事務局長

○人事統計報告の作成に関すること。

○民間給与の調査に関すること。

○不利益処分についての審査請求に関すること。給

与

公

平

課

○労働基準監督機関の職権行使に関すること。

○給与勧告に関すること。

企画主幹
企画主査任用課長

（本次長）

　　現員　２５名

課長補佐
職員係（５名）

給与係（５名）

○給与制度に関すること。

○職員団体等に関すること。

○勤務条件に関する措置要求に関すること。

○職員の定年等に関すること。

○人事行政の運営等の状況の公表に関すること。

14



15 

 

３ 任用関係業務 

（１）採用試験 

①実施日程 

試験の種類 
施 行 

決定日 

試 験 

公告日 
受付期間 

第１次 

試験日 

第２次 

試験日 

名 簿 

確定日 

Ⅰ 類 

（Ⅱ類農業を含む） 

定

期 
４月２７日 ４月２７日 ５月１１日 

～５月２２日 
６月２８日 ７月１３日 

～７月３０日 
８月７日 

経験者 
定

期 
４月２７日 ４月２７日 ７月１３日 

～７月２２日 
８月２３日 １１月７日 

～１１月２２日 
１２月１４日 

Ⅱ 類 

（Ⅱ類農業を除く） 

定

期 
４月２７日 ４月２７日 ８月１１日 

～８月２１日 
９月２７日 １０月１４日 

～１０月２２日 
１１月６日 

Ⅲ 類 
定

期 
４月２７日 ４月２７日 ８月１１日 

～８月２１日 
９月２７日 １０月９日 

～１０月２０日 
１１月６日 

警察官Ａ 

(男性) 

第１回 
定

期 

２月 ６日 

４月１７日 

２月１８日 

５月 １日 

４月１日 

～４月２２日 

５月１１日 

～５月２２日 

 

６月２１日 
７月８日 

～７月１６日 

８月６日 

～８月１９日 
９月１８日 

第２回 
定

期 
２月６日 ２月１８日 ８月１３日 

～９月２日 
９月２０日 

１０月５日 

～１０月１５日 
１１月９日 

～１１月１８日 
１２月２４日 

警察官Ａ 

(女性) 

第１回 
定

期 

２月 ６日 

４月１７日 

２月１８日 

５月 １日 

４月１日 

～４月２２日 

５月１１日 

～５月２２日 

 

６月２１日 
７月８日 

～７月１６日 

８月６日 

～８月１９日 
９月１８日 

第２回 
定

期 
２月６日 ２月１８日 ８月１３日 

～９月２日 
９月２０日 

１０月５日 

～１０月１５日 

１１月９日 

～１１月１８日 
１２月２４日 

警察官Ａ 

（武道指導） 

 

第１回 
定

期 

２月 ６日 

４月１７日 

２月１８日 

５月 １日 

４月１日 

～４月２２日 

５月１１日 

～５月２２日 

 

６月２１日 
８月１２日 

８月１９日 
９月１８日 

第２回 
定

期 
２月６日 ２月１８日 ８月１３日 

～９月２日 
９月２０日 １２月１０日 １２月２４日 

警察官Ｂ 

(男性) 

定

期 
２月６日 ２月１８日 ８月１３日 

～９月２日 
９月２０日 

１０月５日 

～１０月１５日 
１１月９日 

～１１月１８日 
１２月２４日 

警察官Ｂ 

(早期採用男性) 

定

期 

２月 ６日 

４月１７日 

２月１８日 

５月 １日 

４月１日 

～４月２２日 

５月１１日 

～５月２２日 

 

６月２１日 
７月６日 

～７月７日 

７月２１日 

～７月２２日 
８月２１日 

警察官Ｂ 

(女性) 

定

期 
２月６日 ２月１８日 ８月１３日 

～９月２日 
９月２０日 

１０月５日 

～１０月１５日 

１１月９日 

～１１月１８日 
１２月２４日 

警察官Ｂ 

(早期採用女性) 

定

期 

２月 ６日 

４月１７日 

２月１８日 

５月 １日 

４月１日 

～４月２２日 

５月１１日 

～５月２２日 

 

６月２１日 
７月６日 

～７月７日 

７月２１日 

～７月２２日 
８月２１日 

※ 
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警察官Ｃ 
定

期 

２月 ６日 

４月１７日 

２月１８日 

５月 １日 

４月１日 

～４月２２日 

５月１１日 

～５月２２日 

 

６月２１日 ７月１１日 ８月１７日 ９月１８日 

※警察官Ａ第１回試験、警察官Ｂ（早期採用）試験及び警察官Ｃ試験については、新型コロナウイルス感

染症拡大防止を図るため、試験日程を当初予定から変更した。 

（参考）令和３年度採用試験第１次試験実施日 

大学卒業程度（Ⅰ類）・短大卒業程度（Ⅱ類農業） ６月２０日 

民間企業等職務経験者 ８月２２日 

短大・高校卒業程度（Ⅱ・Ⅲ類） ９月２６日 

警察官Ａ（第１回男性・女性・第１回武道指導） ５月９日 

警察官Ｃ ５月９日 

警察官Ａ（第２回男性・女性・第２回武道指導） ９月１９日 

警察官Ｂ（男性・女性） ９月１９日 
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②受験資格 

種類 試 験 区 分  受 験 資 格  

Ⅰ 類 

行政、教育行政、 

警察行政、児童福祉、

土木、建築、機械、

電気、化学、農業、 

農業土木、林業、 

畜産、水産、薬剤師、

栄養士 

年 

 

 

齢 

薬剤師 

① 平成元年４月２日から平成９年４月１日ま

でに生まれた者 

② 平成９年４月２日以降に生まれた者で学校

教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を

卒業した者又は令和３年３月までに卒業す

る見込みの者 

上記以外 

① 平成３年４月２日から平成 11 年４月１日ま

でに生まれた者 

② 平成 11 年４月２日以降に生まれた者で学校

教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を

卒業した者又は令和３年３月までに卒業す

る見込みの者 

資
格
・
免
許 

児童福祉 
児童福祉司の任用資格を有する者又は令和３

年３月までに資格を取得する見込みの者 

薬剤師 
薬剤師の免許を有する者又は令和３年５月ま

でに免許を取得する見込みの者 

栄養士 
管理栄養士の免許を有する者又は令和３年５

月までに免許を取得する見込みの者 

Ⅱ 類 
行政、教育行政、農

業 
平成７年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた者 

Ⅲ 類 

行政、教育行政、警

察行政、土木、農業

土木、林業 

 

平成９年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた者

（ただし、大学における在学期間が２年を超える者を除く。） 

経験者 行政 
昭和 36年４月２日以降に生まれた者で、令和２年６月末日

現在民間企業等における職務経験を５年以上有する者 

警察官Ａ 

（男性） 

 平成２年４月２日以降に生まれた男性で、大学の卒業者又

は大学を令和３年３月までに卒業見込みの者 

警察官Ａ 

（女性） 

 平成２年４月２日以降に生まれた女性で、大学の卒業者又

は大学を令和３年３月までに卒業見込みの者 

警察官Ａ 

(武道指導) 

 次のいずれにも該当する者 

①平成２年４月２日以降に生まれた者で、大学の卒業者又

は大学を令和３年３月までに卒業見込みの者 

②受験申込日現在、柔道又は剣道の段位が３段以上の者で、

全日本柔道連盟又は全日本剣道連盟等が行う競技会にお

いて一定の成績をあげた者 

警察官Ｂ 

（男性） 

 平成２年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた男

性。ただし、大学の卒業者又は大学を令和３年３月までに卒

業見込みの者を除く。 

警察官Ｂ 

（早期採用男性） 

 平成２年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた男

性。ただし、大学の卒業者又は大学を令和３年３月までに卒

業見込みの者及び受験申込日現在、高等学校に在学中の者を

除く。 
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警察官Ｂ 

（女性） 

 平成２年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた女

性。ただし、大学の卒業者又は大学を令和３年３月までに卒

業見込みの者を除く。 

警察官Ｂ 

（早期採用女性） 

 平成２年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた女

性。ただし、大学の卒業者又は大学を令和３年３月までに卒

業見込みの者及び受験申込日現在、高等学校に在学中の者を

除く。 

警察官Ｃ 

語学（英語） 

語学（北京語） 

語学（韓国・朝鮮語） 

情報工学 

平成２年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた者 

又は平成11年４月２日以降に生まれた者で大学の卒業者若し

くは大学を令和３年３月までに卒業見込みの者 
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③試験方法 

種 類 第 １ 次 試 験 第２次試験 

Ⅰ 類 
教養試験……択一式（５０問） 

専門試験……択一式（４０問） 
論 文 試 験 

人 物 試 験 

受験資格等の調査 

Ⅱ 類 
教養試験……択一式（５０問） 

専門試験……択一式（４０問） 

Ⅲ 類 

教養試験……択一式（５０問） 

専門試験……択一式（４０問） 

（土木、農業土木及び林業のみ） 

作 文 試 験 

人 物 試 験 

受験資格等の調査 

経験者 
教養試験……択一式（４０問） 

論文試験 

論 文 試 験 

人 物 試 験 

受験資格等の調査 

警察官Ａ 

（男性・女性） 

警察官Ｂ 

（男性・女性） 

警察官Ｂ 

（早期採用男性・女性） 

 

教養試験……択一式（５０問） 

論文試験 

（警察官Ａ〔男性、女性〕） 

作文試験 

（警察官Ｂ〔男性、女性、早期 

採用男性、早期採用女性〕） 

人物試験、体力検査、身体測定 

人 物 試 験 

身 体 測 定 

身 体 検 査 

受験資格等の調査 

警察官Ａ 

（武道指導） 

教養試験……択一式（５０問） 

論文試験 

実技試験 

人物試験、体力検査、身体測定 

人 物 試 験 

身 体 測 定 

身 体 検 査 

受験資格等の調査 

警察官Ｃ 

教養試験……択一式（５０問） 

専門試験……記述式 

論文試験 

人物試験、体力検査、身体測定 

専 門 試 験 

人 物 試 験 

身 体 測 定 

身 体 検 査 

受験資格等の調査 

 



④実施結果

（定期）

採　用

予定数

 行　　政 45 826 (50) 520 (23) 90 (6) 55 (3) 9.5

 教育行政 19 195 (1) 155 (1) 49 22 7.0

 警察行政 8 108 (2) 77 (2) 24 9 8.6

 児童福祉 6 18 (2) 13 (1) 10 (1) 6 (1) 2.2

 土　　木 4 45 17 12 6 2.8

 Ⅰ  建　　築 8 26 (5) 12 (1) 9 (1) 8 1.5

 機　　械 3 25 (5) 10 (5) 9 (4) 3 (1) 3.3

 電　　気 2 19 (4) 11 (3) 7 (1) 3 3.7

 化　　学 2 43 (2) 24 (2) 7 (1) 2 (1) 12.0

 農　　業 18 68 (2) 49 (2) 45 (2) 19 2.6

 農業土木 3 10 (1) 6 (1) 4 (1) 2 3.0

 林　　業 7 22 (3) 15 (2) 11 8 1.9

 畜　　産 2 8 (2) 5 (1) 5 (1) 3 (1) 1.7

 類  水　　産 3 24 (5) 16 (3) 9 (1) 3 (1) 5.3

 薬 剤 師 4 11 (1) 10 (1) 9 (1) 5 2.0

 栄 養 士 1 19 (2) 11 (1) 5 (1) 1 11.0

 合　　計 135 1,467 (87) 951 (49) 305 (21) 155 (8) 6.1

 行　　政 20 396 234 55 25 9.4

 Ⅱ  教育行政 10 88 66 31 11 6.0

 農　　業 1 3 3 1 1 3.0

 類  栄 養 士 － －

 合　　計 31 487 303 87 37 8.2

 行　　政 10 379 195 37 27 7.2

 教育行政 11 132 100 35 12 8.3

 Ⅲ  警察行政 4 100 71 12 5 14.2

 土　　木 2 17 13 11 5 2.6

 建　　築 － － － － － －

 機　　械 － － － － － －

 電　　気 － － － － － －

 類  農業土木 2 8 7 7 5 1.4

 林　　業 3 12 7 3 2 3.5

 合　　計 32 648 393 105 56 7.0

経験者  行　  政 16 1,075 (162) 670 (81) 46 (16) 26 (7) 25.8

214 3,677 (249) 2,317 (130) 543 (37) 274 (15) 8.5

＊　（　）は、東京会場における数で内数

－ －

受験者数 合格者数

総　　計

第１次試験 最終合
格者数

受験倍率 試験の種類・区分 申込者数

－ －
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採　用 最終合

予定数 受験者数 合格者数 格者数

 警Ａ(男性)第１回 82 1,136 788 340 116 6.8

 警Ａ(男性)第２回 38 565 292 160 40 7.3

 警Ａ(女性)第１回 30 350 227 123 38 6.0

 警Ａ(女性)第２回 14 202 89 58 15 5.9

 警Ａ(武道指導）第１回 4 5 4 4 4 1.0

 警Ａ(武道指導）第２回 3 2 2 2 2 1.0

 警Ｂ(男性) 84 1,160 873 342 93 9.4

 警Ｂ(早期採用男性) 14 803 589 58 20 29.5

 警Ｂ(女性) 27 417 288 112 30 9.6

 警Ｂ(早期採用女性) 10 265 174 42 15 11.6

 警Ｃ 8 55 40 21 4 10.0

計 314 4,960 3,366 1,262 377 8.9

警Ａ（男性） 5 161 122 19 5 24.4

警Ｂ（男性） 5 175 125 20 5 25.0

計 10 336 247 39 10 24.7

合計 324 5,296 3,613 1,301 387 9.3

※警察官県外試験の申込者数及び第1次試験受験者数は、熊本県における共同試験に

　　おいて、本県を第１志望又は第２志望としている者を示す。

（合計）

採　用 最終合

予定数 受験者数 合格者数 格者数

135 1,467 951 305 155 6.1

31 487 303 87 37 8.2

32 648 393 105 56 7.0

16 1,075 670 46 26 25.8

214 3,677 2,317 543 274 8.5

324 5,296 3,613 1,301 387 9.3

538 8,973 5,930 1,844 661 9.0

（定期・臨時の合計）

採　用 最終合

予定数 受験者数 合格者数 格者数

135 1,467 951 305 155 6.1

31 487 303 87 37 8.2

32 648 393 105 56 7.0

16 1,075 670 46 26 25.8

214 3,677 2,317 543 274 8.5

324 5,296 3,613 1,301 387 9.3

538 8,973 5,930 1,844 661 9.0総　　計

Ⅰ　　類

Ⅱ　　類

Ⅲ　　類

経 験 者

合　　計

警 察 官

 試 験 の 種 類
申込者数

第１次試験
受験倍率

総　　計

 試 験 の 種 類

県
外

第１次試験
受験倍率

警
　
　
　
察
　
　
　
官

経 験 者

申込者数

Ⅰ　　類

警 察 官

合　　計

県
内

受験倍率
第１次試験 試 験 の 種 類

申込者数

Ⅲ　　類

Ⅱ　　類
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  ⑤採用候補者名簿からの選択結果

（令和３年７月１日現在）

種類  試験区分 採用候補者 採用者 辞退者 残

 行　　政 55 46 9 0

 教育行政 22 19 3 0

 警察行政 9 8 1 0

 児童福祉 6 5 1 0

 土　　木 6 5 1 0

Ⅰ  建　　築 8 6 2 0

 機　　械 3 3 0 0

 電　　気 3 3 0 0

 化　　学 2 2 0 0

 農　　業 19 17 2 0

類  農業土木 2 1 1 0

 林　　業 8 8 0 0

 畜　　産 3 3 0 0

 水　　産 3 3 0 0

薬剤師 2 2 0 0

栄養士 1 1 0 0

　　 計 152 132 20 0

 行　　政 25 19 6 0

Ⅱ  教育行政 11 10 1 0

類  農　　業 1 1 0 0

計 37 30 7 0

 行　　政 27 22 5 0

Ⅲ  教育行政 12 11 1 0

 警察行政 5 5 0 0

 土　　木 5 5 0 0

農業土木 5 4 1 0

類 林　　業 2 2 0 0

計 56 49 7 0

経験者  行    政 26 22 4 0

271 233 38 0

 警察官Ａ(男性) 161 95 47 19

警  警察官Ａ(女性) 53 20 17 16

察  警察官Ａ(武道指導) 6 6 0 0

官  警察官Ｂ(男性) 98 48 21 29

 警察官Ｂ(早期採用男性) 20 8 12 0

 警察官Ｂ(女性) 30 2 7 21

 警察官Ｂ(早期採用女性) 15 13 2 0

警察官Ｃ 4 3 1 0

計 387 195 107 85

658 428 145 85総　　　計

職員　計
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（２）採用選考 

選考により職員を採用できる職は、福岡県の職員の任用に関する規則第１０条に定められている。 

採用選考の方法については、同規則の施行細則第１条に定められ、必要に応じて経歴評定、教養

試験、専門試験、論(作)文試験その他の方法によって行われる。 

令和２年度中の採用選考請求について、人事委員会が承認した状況は、次のとおりである。 

 

任用規則第10条第1項 

根拠規定 
職 知 事 

教 育 

委員会 

 

 
職 

警 察 

本 部 

第１号、第２号 

（係長以上の職） 

（巡査部長相当職以上の職）  

部長相当職 

次長相当職 

課長相当職 

課長補佐相当職 

係長相当職 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

警視相当職 

警部相当職 

警部補相当職 

巡査部長相当職 

 

第４号 

（割愛） 

部長相当職 

次長相当職 

課長相当職 

課長補佐相当職 

係長相当職 

主任主事相当職 

主事相当職 

２ 

２ 

２ 

１ 

２ 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警視相当職 

警部相当職 

警部補相当職 

巡査部長相当職 

巡査相当職 

 

６ 

 

１ 

 

 

第５号 

（かつて職員であった者） 

 １０ ４   ６ 

第６号 

（職種変更） 

部長相当職 

次長相当職 

課長相当職 

課長補佐相当職 

係長相当職 

主任主事相当職 

主事相当職 

 

３ 

１０ 

１６ 

１７ 

１５ 

 

１ 

 

１２ 

 

 

 

 警視相当職 

警部相当職 

警部補相当職 

巡査部長相当職 

巡査相当職 

 

 

 

第７号 

（選考職） 

医師 

海技従事者 

農業技術 

 

５  

１ 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究職員（化学） 

研究職員（法医） 

情報処理 

少年補導職員 

自動車整備士 

航空従事者 

保健師 

自動車運転免許技能試験官  

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

２ 

 

第８号及び第９号 

（前各号に掲げるもの以外） 

     １ 

合 計 
 

９０ ２３   ２４ 
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なお、人事委員会において試験を実施している公開による採用選考、障がい者を対象とする採用選

考及び就職氷河期世代を対象とする採用選考の令和２年度実施状況は、次のとおりである。 

〔前期〕 

職 種 
採 用 

予定数 
申込者数 

第１次選考 最終合格 

者 数 
受験倍率 

受験者数 合格者数 

看 護 師  １ ３ ３ ３ １ ３．０ 

研 究 職 員 ３ ２８ ２１ ６ ３ ７．０ 

獣 医 師  ６ １４ １２ １２ ８ １．５ 

船 員  １ ４ ４ ４ １ ４．０ 

心 理 判 定 員  ９ ２０ １６ １４ ９ １．８ 

児童自立支援専門員 ３ １２ １０ ９ ４ ２．５ 

保 育 士  ３ １７ １２ ８ ４ ３．０ 

保 健 師  １０ ２８ ２２ ２１ １０ ２．２ 

職 業 指 導 員  ６ １１ １１ ８ ３ ３．７ 

合 計 ４２ １３７ １１１ ８５ ４３ ２．６ 

〔後期〕 

職 種 
採 用 

予定数 
申込者数 

第１次選考 最終合格 

者 数 
受験倍率 

受験者数 合格者数 

児童福祉 ６ ３６ ２８ １９ ９ ３．１ 

   心 理 判 定 員  ５ １６ １６ １２ ８ ２．０ 

研 究 職 員  １ ８ ７ ３ １ ７．０ 

船 員  １ ５ ３ ３ １ ３．０ 

職 業 指 導 員  ３ ５ ５ ５ １ ５．０ 

合   計 １６ ７０ ５９ ４２ ２０ ３．０ 

〔障がい者別枠選考〕 

試験区分 
採 用 

予定数 
申込者数 

第１次選考 最終合格 

者 数 
受験倍率 

受験者数 合格者数 

行 政 ８ １０５ ８４ ２４ ８ １０．５ 

教 育 行 政 ２ １２ ９ ７ ２ ４．５ 

警 察 行 政 １ ５ ５ ３ ０ － 

合 計 １１ １２２ ９８ ３４ １０ ９．８ 
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〔就職氷河期世代を対象とする採用選考〕 

試験区分 
採用 

予定数 
申込者数 

第１次選考 最終合格 

者数 
受験倍率 

受験者数 合格者数 

行 政 ５ ２４４ １９３ １６ ５ ３８．６ 

教 育 行 政 ２ ９５ ８４ ７ ２ ４２．０ 

警 察 行 政 １ １３ １１ ５ １ １１．０ 

合計 ８ ３５２ ２８８ ２８ ８ ３６．０ 

 

（３）昇任選考 

職員の昇任については、警察官昇任試験を除き選考により実施している。 

任命権者へ委任したものを除き、令和２年度中の昇任選考請求について、人事委員会が承認した

状況は、次のとおりである。 

区  分 部 長 次 長 課 長 課長補佐 係長以下 合 計 

知 

 

事 

 一般行政職（事務） 

 一般行政職（技術） 

 海事職 

 医療職 

特定獣医師職 

 看護師職 

 研究職 

１２ 

４ 

 

１ 

 

 

 

２４ 

１０ 

 

１ 

１ 

 

 

６０ 

３６ 

 

 

２ 

 

３ 

１１１ 

８６ 

 

 

５ 

 

６ 

６２ 

５１ 

 

３ 

３ 

 

４ 

２６９ 

１８７ 

 

５ 

１１ 

 

１３ 

合  計  １７ ３６ １０１ ２０８ １２３ ４８５ 

教 

育 

委 

員 

会 

 一般行政職（事務） 

 一般行政職（技術） 

 海事職 

 医療職（二） 

 学校事務 

司書 

１ ３ 

 

２ 

２ 

 

 

３ 

 

９ 

３ 

 

 

１８ 

 

１０ 

 

 

 

１３ 

２５ 

５ 

 

 

３４ 

 

合  計 １ ３ ７ ３０ ２３ ６４ 

        

区  分  警 視 警 部 警部補 巡査部長 合 計 

警

察 

本 

部 

 

一般行政職（事務） 

 一般行政職（技術） 

 海事職 

 医療職（三） 

 研究職 

 公安職 

 ７ 

 

 

 

１ 

４６ 

１０ 

 

 

 

１ 

 

１３ 

１ 

 

 

 

１９ 

 

 

 

１ 

４９ 

１ 

 

 

３ 

４６ 

合  計  ５４ １１ １４ ２０ ９９ 
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（４）臨時的任用の承認 

任命権者は、欠員の場合においては、人事委員会の承認を得て、６月を超えない期間で臨時的任

用を行うことができることとされている（緊急の場合、一時的に業務が増大した場合又は任用期間を更

新する場合においては、人事委員会の承認があったものとみなすこととしている〈福岡県の職員の任

用に関する規則第３４条及び第３５条〉）。 

    令和 2年度中に、任命権者の申請に基づき人事委員会が承認した状況は、次のとおりである。 

任命権者 件数 

知     事 

教育委員会         

警 察 本 部         

そ の 他 

７９ 

１３３ 

 

合 計 ２１２ 

 

（５）任期付職員の採用の承認 

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び地方公共団体の一般職の任期付

研究員の採用等に関する法律の規定に基づき、任命権者は任期付招へい研究員、特定任期付職

員、一般任期付職員の採用に当たり、人事委員会の承認を得なければならない。令和２年度の承認

件数は３件である。 

 

（注）・任期付招へい研究員：民間等の優れた研究者を県の試験研究機関に受け入れるもの 

・特定任期付職員：高度の専門的な知識経験等を有する者を任期を定めて採用するもの 

・一般任期付職員：専門的な知識経験を有する者を任期を定めて採用するもの 

 

（６）定年制度  

福岡県職員の定年に関する条例施行規則の規定により、定年に達した職員の勤務延長、定年退職

者の再任用及び再任用の任期の更新の状況について任命権者に報告を義務付けるとともに、勤務延

長職員の再延長及び異動については人事委員会の承認を得ることとしている。 

令和２年度から３年度にかけての勤務延長件数は１件、再任用件数は２，３２８件である。 

 

区  分 知事部局 教育委員会 警察本部 計 

勤務延長      1             １ 

再 任 用    ６１４    １，６６２     ５２    ２，３２８ 

   更 新    ４８３    １，１４５     ２６    １，６５４ 
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４  給与関係業務 

 

（１）給与等に関する報告及び勧告 

①  県職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査（地方公務員法第８条及び第２４条） 

職員の給与等に関する報告及び勧告に向けて、職員の給与と民間の給与との精確な比較等を

行う必要があるため、「令和２年県職員給与等実態調査」及び「令和２年職種別民間給与実態調

査」を行った。 

なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、職種別民間給与

実態調査について、特別給等と月例給の実施時期を別にして行った。 

 

※ 概要については「福岡県の職員の給与に関する報告及び勧告（令和２年１０月）」参考資料及

び「福岡県の職員の給与等に関する報告（令和２年１１月）」参考資料を参照 

 

②  職員の給与に関する報告及び勧告（地方公務員法第８条及び第１４条） 

令和２年１０月１５日に、県議会及び知事に対して、職員の給与に関する報告及び勧告を行っ

た。給与勧告のポイントは以下のとおりである。 

 

【期末・勤勉手当の引下げ】 

令和元年８月から令和２年７月までの直近１年間の民間の支給割合に基づき、期末・

勤勉手当の支給月数を 0.05月分引下げ 

 

（ｱ） 民間の特別給との比較及び給与制度の改正 

ａ 民間の特別給との比較 

期末・勤勉手当 

民  間 職  員 差 

４．４５月 ４．５０月 △０．０５月 

 

ｂ 給与改定の内容 

期末・勤勉手当 

・ 民間の年間支給割合と均衡させるため、0.05月分引下げ 

4.50月分→4.45月分（引下げ分は期末手当に反映） 

 

※ 詳細については「福岡県の職員の給与に関する報告及び勧告（令和２年１０月）」を参照 

 

  

③  職員の給与等に関する報告（地方公務員法第８条及び第２６条） 

令和２年１１月１２日に、県議会及び知事に対して、職員の給与等に関する報告を行った。報告

のポイントは以下のとおりである。 

 

【令和２年４月の公民較差に基づく月例給の改定なし】 

民間給与との較差（△0.02%）が極めて小さく、給料表及び諸手当の適切な改定が困難

であることから、改定なし 
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（ｱ） 民間給与との較差及び給与制度の改正 

 民間給与との比較 

月例給 

民  間 職  員 較  差 

369,011円 369,095円 △84円〔△0.02％〕 

 

     （ｲ）意見 

ａ  人材の確保及び育成について 

（ａ） 有為な人材の確保 

本委員会としては、新型コロナウイルス感染症の影響により説明会が中止されるなど、人    

材確保の活動が制限を受ける中、優秀な人材を継続的に確保するためには、任命権者と 

緊密に連携しながら、受験者層に発信する広報内容の充実や、オンラインを活用した情報 

発信など、より有効な受験者確保策に積極的に取り組んでいく。 

（b） 女性の採用・登用の拡大 

複雑化・多様化している行政課題に対応するため、有為な女性職員の採用・登用を進

めてきており、管理職等への登用について一定の成果が見られたところであるが、今後は、

組織の実情や改善すべき要因の分析等を踏まえて、計画的に取り組む必要がある。 

（c） 人事評価制度に基づく適正な人事管理 

本県の人事評価制度は、全職員を対象に給与への反映がされており、既に制度として

職員に受け入れられているところである。任命権者は、引き続き運用実態の検証や評価者

である管理職員のスキル向上などに努め、職員の理解と納得を得ながら適正な人事管理

を進めていく必要がある。 

 

b  働き方改革の推進と勤務環境の整備等について 

（ａ） 時間外勤務の上限規制の徹底及び長時間労働の是正 

本県職員の時間外勤務命令の状況調査により、例外業務に該当しない通常業務により

上限時間を超えた職員が認められた。任命権者においては、所属長に対し、時間外勤務

の上限遵守を徹底するよう指導するとともに、長時間労働の要因について検証を行い、対

策を講じる必要がある。さらに、各所属においては、管理監督者がマネジメント能力を最大

限に発揮し、業務の効率化、平準化に積極的に取り組んでいくことが重要である。 

（b） 教員の働き方改革による長時間労働の是正 

教員の働き方改革を進めるため、一年単位の変形労働時間制の導入はその選択肢の

一つであるが、制度導入に当たり、これを実りあるものとするためには、実質的な教員の負

担軽減をあわせて実施することが不可欠である。 

また、教育委員会においては、ＩＣカードによる勤務時間管理システムによって勤務時間   

の実態を把握し、教員が在校等時間の上限時間を遵守できるよう超過勤務縮減のための

対策を行うとともに教員の健康確保措置を講ずることが必要である。あわせて小中学校や

市町村の取組を支援することにより、本県の教職員の働き方改革を牽引していくことが求
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められる。 

（c） 長時間労働者の健康確保 

長時間の時間外勤務等に伴う疲労の蓄積は、職員の健康障害発症のリスクを高めるこ

とから、任命権者においては、職員の健康不調を早期に発見し、解消する必要がある。そ

のため、長時間労働に従事した職員の健康状況を適確に把握するとともに、当該職員に

対する医師の面接指導の確実な実施に引き続き努める必要がある。 

（d） 年次休暇の使用促進 

年次休暇の使用は、職員の心身の疲労回復や、仕事と生活の調和のために重要である。   

任命権者においては、引き続き、所属における年次休暇の使用促進について所属長を指

導するとともに、管理監督者においては、職員が年次休暇を使用しやすい職場環境づくり

や計画的・連続的な使用の促進に、より一層努める必要がある。 

（e） 仕事と家庭等の両立支援及び多様な働き方の推進 

育児、介護などの事情を有する職員が、仕事と家庭等を両立させながら安心して働き続  

けるために、管理監督者においては、必要とする職員が、性別にかかわりなく両立支援制

度を利用しやすい職場環境づくりに努める必要がある。 

また、任命権者において取り組まれている時差通勤や在宅勤務、ＩＣＴの活用など多様

な働き方は、様々な場面における円滑な職務遂行だけでなく、職員の仕事と家庭等の両

立に寄与するとともに、有為な人材確保にもつながるものであることから、引き続き、弾力的

な働き方について検討を進める必要がある。 

（ｆ） ハラスメント防止対策 

本年４月、パワー・ハラスメントの防止等の措置を講じるための人事院規則が制定され、

パワー・ハラスメントの禁止、苦情相談への対応等が規定された。また、セクシュアル・ハラ

スメント等に係る人事院規則についても注意義務規定を禁止規定とする改正が行われた。 

これらを踏まえ、任命権者においては、関係する指針等の見直しを行ったところである

が、指針等の改定にとどまらず、職員に対して更なる周知を図るとともに、管理監督者に対

する研修等を通じて、その責務について認識を徹底させることなどにより、実効性のあるハ

ラスメント防止策を適切に講じていく必要がある。 

（g） メンタルヘルス対策 

任命権者においては、精神疾患により長期病気休暇等を取得した職員数の増加傾向

の原因や背景の分析を進めるとともに、引き続き、風通しの良い職場づくり、職員自身のセ

ルフケア能力や管理監督者のマネジメント能力の向上、不調を生じた職員の早期発見と

適切な対応、療養から復帰した職員に対する職場での支援、再発防止に向けた取組を一

層推進する必要がある。 

（h） 会計年度任用職員制度等の適切な運用 

臨時的任用職員及び非常勤職員の任用要件の厳格化並びに会計年度任用職員制度

の創設が盛り込まれた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律は令和２年４

月に施行されており、任命権者は、この改正法の趣旨に沿って、引き続き、適切に制度を

運用していく必要がある。 
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c  定年の引上げに関する制度について 

人事院は、平成 30年に定年の引上げについて意見の申出を行い、令和２年人事院勧告に  

おいても、昨年に引き続き早期に実施されるよう要請が行われている。 

本県の実態に即した定年の引上げを円滑かつ着実に実施できるよう、役職定年制のあり方、

既存の再任用制度との均衡等、解決すべき諸課題を整理し、国や他の都道府県の動向を注

視しつつ、所要の準備を進めていく必要がある。 

 

d  公務員倫理の徹底について 

職員においては、福岡県職員としての使命感と矜持を堅持するとともに、公務の内外を問わ   

ず、自らの行動が公務全体の信用に影響を与えることを常に意識し、厳正な服務規律の保持

や法令遵守の徹底が求められる。 

任命権者においては、引き続き、あらゆる機会を捉えて職員の意識改革に努めるなど、不

祥事の根絶に向けた取組を粘り強く進めていく必要がある。 

 

※ 詳細については「福岡県の職員の給与等に関する報告（令和２年１１月）」を参照 
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④  人事統計報告（地方公務員法第８条及び福岡県人事統計報告に関する規則（昭和２７年福岡

県人事委員会規則第７号）） 

令和２年４月１日現在の職員の人員、平均年齢、平均経験年数、平均給与月額等の人事統計

に関する報告書を作成した。 

（ｱ） 人員、平均年齢、平均経験年数 

 適用人員（人） 平均年齢（歳） 平均経験年数（年） 

全給料表 39,280 41.3 19.2 

行政職給料表 8,884 41.8 19.9 

医師職給料表 48  41.8 17.0 

看護師職給料表 46 41.3 18.6 

研究職給料表 356 43.7 20.7 

特定獣医師職給料表 72 44.1 20.7 

公安職給料表 11,231  38.3 17.1 

教育職給料表（二） 5,565  45.1 22.4 

教育職給料表（三） 13,073  41.8 19.1 

特定任期付職員給料表 5  42.7  9.0 

（ｲ） 平均給与月額                                       （単位：円） 

 給  料 扶養手当 地域手当 計 

全職員 342,286 9,922 19,329 396,975 

行政職給料表適用職員 325,258 8,195 18,488 383,268 

 

（２）初任給、昇格、昇給関係承認状況（令和２年度） 

福岡県の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第３９条に係る承認件数は次のとおり

である。 

 知  事 教育委員会 警察本部長 計 

件数 4 ２ 1 7 

※  ３９条：規則により難い場合 
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５ 労働基準監督関係業務 

（１）事業場の区分 （令和３年３月３１日現在） 

 職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権行使の区分を明らかにするため、厚生労働省

福岡労働局と協議の上、県の各事業場について、労働基準法別表第１の号別決定を行っている。 

① 人事委員会が職権を行使する事業場一覧 

労働基準法 

別表第１の 

事業区分   

事業 

場数 

該 当 事 業 場  

知事部局 教育委員会 警察本部 その他 

第１２号 
 

教   育 
調査研究 

１５６ 

 
 
公文書館 
 
職員研修所 
 
消防学校 
 
アジア文化交流
センター 
 
保健環境研究所 
 
高等技術専門校 

(７） 
 
福岡障害者職業
能力開発校 
 
工業技術センタ
ー（化学繊維研
究所を含む｡） 
 
工業技術センタ
ー研究所  （３） 
 
農業大学校 
 
農林業総合試験
場 
 
農林業総合試験
場資源活用研究
センター 
 
農林業総合試験
場分場    （３） 
 
水産海洋技術セ
ンター 
 
水産海洋技術セ
ン タ ー 研究所
（３） 
 

 
 
教育センター 
 
体育研究所 
 
美術館 
 
図書館 
 
社会教育総合セ
ンター 
 
英彦山青年の家 
 
少年自然の家 

（２） 
 
九州歴史資料館 
 
中学校    （４） 
 
高等学校（分校
を含む。） （９４） 
 
輝翔館中等教育
学校 
 
視覚特別支援学
校（寄宿舎を除
く。）     （３） 
 
聴覚特別支援学
校（寄宿舎を除
く。）     （４） 
 
特別支援学校
（ 寄 宿 舎 を 除
く。）    （１３） 
 
 

 
 
警察学校 
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労働基準法 

別表第１の 

事業区分   

事業 

場数 

該 当 事 業 場  

知事部局 教育委員会 警察本部 その他 

別表第１に 
該当しない 
官公署    

１２９ 

 
本庁 
 
県税事務所（１２） 
 
東京事務所 
 
パスポートセンタ
ー（支所を含む。） 
 
女性相談所 
 
消費生活センタ
ー 
 
保健福祉環境事
務所、保健福祉
事 務 所 （ 保 護
課、総務企画課
医療扶助係、社
会福祉課、監査
指導課）  （１０） 
 
精神保健福祉セ
ンター 
 
児童相談所（保
護課を除く。）       

（６） 
 
障がい者更生相
談所 
 
労働者支援事務
所        （４） 
 
中小企業振興事
務所     （４） 
 
計量検定所 
 
大阪事務所 
 
農林事務所 （６） 
 
農林事務所普及
指導センター         

（８） 
 
家畜保健衛生所 

（４） 

 
教育庁本庁 
 
教育庁教育事務
所       （６） 
 
ふれあいの家 
 
夜須高原野外活
動センター 

 
警察本部 
 
自動車警ら隊 
 
鉄道警察隊 
 
機動捜査隊 
 
自動車運転免許
試験場    （４） 
 
交通機動隊 
 
高速道路交通警
察隊 
 
第一機動隊 
 
第二機動隊 
 
北九州市警察部 
 
福岡武道館 
 
警察署（交番、
駐在所、派出所
を含む。） （３５） 
 

 
人事委員会事務
局 
 
監査委員事務局 
 
議会事務局 
 
選挙管理委員会
（事務部局） 
 
労働委員会事務
局 
 
海区漁業調整委
員会事務局 （３） 
 

計 ２８５ ９０ １３７ ５０ ８ 
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② 福岡労働局が職権を行使する事業場一覧 

労働基準法 

別表第１の 

事業区分   

事業 

場数 

該 当 事 業 場  

知事部局 教育委員会 警察本部 その他 

第１号 
（製造加工） 

１ 

   
警察車両整備工
場 
 

 

第３号 
 

（土木建築） 
３１ 

 
 
筑後川水系農地
開発事務所 
 
県土整備事務所
（三池港管理出張所
を含む。）  （１１） 
 
県土整備事務所
支所     （４） 
 
ダム管理出張所 

（１３） 
 
苅田港務所 
 
流域下水道事務
所 
 

   

第１３号 
 

（保健衛生） 
３０ 

 
 
保健福祉環境事
務所、保健福祉
事 務 所 （ 保 護
課、総務企画課
医療扶助係、社
会福祉課、監査
指導課を除く。）     

（１１） 
 
食肉衛生検査所 
 
児童相談所保護
課      （５） 
 
福岡学園 
 
こども療育センタ
ー新光園 
 
 
 

 
 
視覚特別支援学
校寄宿舎  （３） 
 
聴覚特別支援学
校寄宿舎       

（２） 
 
特別支援学校寄
宿舎      （６） 
 
 

  

計 ６２ ５０ １１ １ ０ 

（注） （  ）内の数は事業場数を示す。 
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（２）労働基準監督機関の職権行使 

 令和２年度中に地方公務員法第５８条第５項の規定に基づく労働基準法及び労働安全衛生法等上

の労働基準監督機関の職権について、人事委員会が行使した件数は次のとおりである。 

処  理  事  項 知事部局 教育委員会 警察本部 その他 計 

解雇予告除外認定 0 1 1 0 2 

宿日直勤務許可 0 0 4 0 4 

三六協定届 27 129 0 0 156 

衛生管理者等選任報告 19 53 40 0 112 

労働者死傷病報告 11 11 70 0 92 

有機溶剤中毒予防規
則一部適用除外認定 

1 0 0 0 1 

第一種圧力容器設置
届 

1 0 0 0 1 

第一種圧力容器休止
報告 

0 1 0 0 1 

機械等移転届 1 0 0 0 1 

 

（３）事業場調査 

 勤務条件に関する法令違反を防止するとともに職員の安全及び健康を確保し、良好な執務環境を

形成することを目的として、人事委員会が労働基準監督機関としての役割を的確に果たすため、職権

を行使する２８５事業場全てに対し、書面調査を実施し、その上で６事業場に対し現地調査を実施し

た。 
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６ 服務、勤務時間関係業務 

（１）職務専念義務の免除 

  職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のす

べてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなけ

ればならないとされており（地方公務員法第３５条）、特別の定めとして「職務に専念する義務の特例に

関する条例」があり、この条例及び「職務に専念する義務の免除に関する規則」において、職員の職務

専念義務を免除することができる場合を規定している。 

 令和２年度における規則第２条第１３号の規定に基づく承認件数は、次のとおりである。 

項     目 知事部局 教育委員会 警察本部 その他 計 

体育競技大会参加 0      0 0 0 0 

その他 3 2 1 4 10 

 

（２）勤務時間関係 

職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し、条例、規則又は運用通知に基づく承認、協議の件数は

次のとおりである。 

項     目 知事部局 教育委員会 警察本部 その他 計 

夏季休暇の特例措置に

係る承認協議 
１ １ ０ ０ ２ 

 

（３）勤務時間、休暇等に関する制度の改正 

国の非常勤職員の取扱いに準じて、「福岡県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関

する規則」の一部改正を行った。また、休憩時間に係る例外勤務を追加するため、「福岡県職員の勤

務時間、休暇等に関する規則」の一部改正を行った。 
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７ 公平審査関係業務 

 職員が全力を挙げて職務に専念し、適正かつ能率的な業務を行うためには、職員の身分が保障さ

れ、適切な勤務条件が確保されている必要がある。 

 それらが不十分であったり、あるいは侵害された場合の救済の手段として、地方公務員法では「勤務

条件に関する措置の要求」及び「不利益処分についての審査請求」の制度が定められている。 

 

（１）勤務条件に関する措置の要求関係 

 勤務条件に関する措置要求制度は、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な行

政上の措置を求める要求があった場合に、人事委員会が審査を行い事案を判定し必要に応じて権限

を有する当局に対し勧告を行う等の方法で、事案の解決に当たるものである。 

① 措置要求の処理状況 

区   分 
令和元年度末 
（R2.3.31） 
係属件数 

令和 2年度 令和 2年度末 
（Ｒ3.3.31） 
係属件数 要求件数 処理件数 

計 1 １ 1 １ 

② 令和２年度審査の結果 

    令和２年３月１２日付け措置要求は取り下げられた。 

  

 

（２）不利益処分についての審査請求関係 

 不利益処分に関する審査制度は、職員から懲戒その他不利益処分についての審査請求があった場

合に、人事委員会が事案を審査し、その結果に基づいてその処分を承認し、修正し、又は取り消す判

定を行うものである。 

① 審査請求の処理状況 

区   分 
令和元年度末 
（R2.3.31） 
係属件数 

令和２年度 令和２年度末 
（R3.3.31） 
係属件数 申立件数 処理件数 

分
限
処
分 

降 給 0 0 0 0 

降 任 0 0 0 0 

休 職 0 0 0 0 

分限免職  1 0 0 1 

懲
戒
処
分 

戒 告 16 0 2 14 

減 給 3 0 0 3 

停 職 3 0 1 2 

懲戒免職  6 0 3 3 

その他 （転任など） 2 0 1 1 

計 31 0 7 24 

   

 

② 令和２年度審理の開催状況 

区分 準備手続 口頭審理 計 

開催回数 １ ２ ３ 
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③ 令和２年度審査の結果 

事  案  名 審 査 等 の 状 況  

昭和 59年（不）第 10020号事案 取下げ 令和 2年 5月 13日 

昭和 62年（不）第 101号事案 取下げ 令和 2年 5月 13日 

平成 5年（不）第 10号事案 取下げ 令和 2年 5月 13日 

令和元年（審）第 1号事案 裁決   令和 2年 6月 26日 

令和元年（審）第 2号事案 裁決   令和 2年 8月 7日 

令和元年（審）第 3号事案 裁決   令和 2年 12月 23日 

昭和 45年（不）第 18853号事案 取下げ 令和 3年 1月 27日 

 

（３）苦情相談関係 

 勤務条件に関する措置の要求や審査請求に至らないような職員の給与、勤務時間その他の勤務条

件、服務等人事管理全般に関する事項について、職員からの苦情相談業務を実施している。 

 令和２年度の相談件数は、次のとおりである。 

① 任命権者別 

任命権者 知事部局 教育委員会 警察本部 受託町 計 

件   数 １０ ０ １ ２ １３ 

 

  ② 相談内容 

相談内容 勤務条件・服務 給与 任用 ｾｸﾊﾗ・ﾊﾟﾜﾊﾗ その他 計 

件   数 ４ １ ６ ２ ０ １３ 

 

 

（４）公平委員会事務受託関係 

 公平委員会を置くこととされている地方公共団体は、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査、

判定及び必要な措置並びに職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決についての

事務を、他の地方公共団体の人事委員会に委託することができる。 

 これにより当委員会に公平委員会事務を委託している地方公共団体は、芦屋町、岡垣町、水巻町、

遠賀町、小竹町、鞍手町及び大刀洗町の７町である。 

 なお、令和２年度において、上記町職員による勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関

する審査請求はいずれもなされず、係属する事案もない。 
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８ 職員団体関係業務     

（１）管理職員等の範囲の指定 

 地方公務員法第５２条第４項の規定に基づく管理職員等の範囲は、次のとおりである。 

  

 本  庁 （令和３年３月３１日現在） 

機     関 職 

議 会 事 務 局  事務局長 理事 事務局次長 法務監 副理事 課長 室長 副課長 参事

 企画監 課長補佐 総務課の秘書係長 

知 事 部 局  土木審議監 部長 会計管理者 会計管理局長 理事 技監 局長 秘書

室長 次長 技術次長 副理事 職務改善調査監 水資源対策長 医監 

食の安全総合調整監 課長 室長 副課長 副室長 参事 監察監 企画

監 企画広報監 地域企画監 情報企画監 産業企画監 健康管理監 県

政情報監 防災危機管理専門監 監査指導監 建設監理監 課長補佐 室

長補佐 監察員 秘書室の参事補佐、企画主幹、係長、事務主査及び各係

の上席の主任主事又は主事 人事課の参事補佐、企画主幹、係長、企画

主査、事務主査、主任主事及び主事 財政課の予算担当の企画主幹及び

企画主査 財産活用課の管理第一係長 総務事務厚生課の人事、服務又

は公務災害補償担当の企画主幹又は企画主査 総合政策課の総務係長 

調査統計課の人事又は服務担当の企画主幹又は企画主査 社会活動推

進課の総務係長 保健医療介護総務課の総務係長 福祉総務課の総務係

長 環境政策課の総務係長 監視指導課の人事又は服務担当の企画主幹

又は企画主査 商工政策課の総務係長 新産業振興課の人事又は服務担

当の企画主幹又は企画主査 農林水産政策課の総務係長 県土整備総務

課の総務係長  建築都市総務課の総務係長 

教育委員会事務局 副教育長 教育監 理事 部長 副理事 課長 副課長 企画監 企画広報

監 参事 主幹指導主事 主幹社会教育主事 人事管理主事 課長補佐 

広報公聴主幹 総務企画課の秘書広報係長、人事係長、企画主査及び人

事係の職員団体担当の事務主査並びに上席の主任主事又は主事 財務

課の給与係長及び企画主査 教職員課の福利・職員係長、市町村立学校

係長、県立学校係長、企画主査及び福利・職員係の職員団体担当の事務

主査並びに上席の主任主事又は主事  

選挙管理委員会事務局 書記長 

人事委員会事務局 事務局長 事務局次長 副理事 課長 副課長 参事 課長補佐 参事補

佐 企画主幹 係長 企画主査 事務主査 

監査委員事務局  事務局長 事務局次長 副理事 課長 室長 副課長 参事 課長補佐 室

長補佐 

労働委員会事務局 事務局長 事務局次長 副理事 課長 副課長 参事 課長補佐 

海区漁業調整委員会事務局 事務局長 

備 考 

１ この表中「知事部局」とは、福岡県行政組織規則（昭和３４年福岡県規則第６６号）第２条第１

号に規定する機関をいう。 

２ 知事部局の項中「課長補佐 室長補佐」とは、人事、服務又は庁中取締りについて課長若し



 

 

40 

くは室長又は副課長若しくは副室長を補佐するものをいう。 

３ この表中「教育委員会事務局」とは、教育委員会事務局のうち福岡県教育庁組織規則（平成

３０年福岡県教育委員会規則第１号）第２０条に規定する教育事務所以外の機関をいう。 

４ 教育委員会事務局の項中「課長補佐」とは、人事、服務又は給与について課長又は副課長を

補佐するものをいう。 

５ 教育委員会事務局の項中「企画主査」とは、秘書、人事、服務、給与又は職員団体を担当す

るものをいう。 

６ この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９１条第１

項に規定する職員により構成される機関をいう。 

 

 出先機関 

機     関 職 

公 文 書 館  館長 

職 員 研 修 所  所長、次長 

県 税 事 務 所  所長 副所長 課長 

消 防 学 校  校長 

東 京 事 務 所  所長 副所長 総務課長 

パスポートセンター 所長 支所長 

アジア文化交流センター 所長 副所長 

女 性 相 談 所  所長 

消費生活センター  所長 

保健福祉環境事務所 

及び保健福祉事務所 

所長 保健監 副所長 環境長 課長 

保健環境研究所  所長 副所長 管理部長 総務課長 

精神保健福祉センター 所長 副所長 総務企画課長 

食肉衛生検査所  所長 と畜検査第一課長 

児 童 相 談 所  所長 副所長 児童福祉法務専門監 里親・施設課長 相談第一課長（大

牟田児童相談所に限る。） 相談課長 

福 岡 学 園  園長 児童自立支援監 庶務課長 

障がい者更生相談所 所長 知的障がい者支援課長 

こども療育センター新光園 園長 副園長 庶務課長 総看護長 

労働者支援事務所 所長 

高等技術専門校  校長 副校長 庶務課長 訓練第一課長（大牟田及び小倉の高等技術専

門校に限る。） 

障害者職業能力開発校 校長 副校長 庶務課長 

中小企業振興事務所 所長 

計 量 検 定 所  所長 次長 総務課長 

大 阪 事 務 所  所長 

工業技術センター  所長 副所長 企画管理部長 研究所長 総務課長 機能材料課長 庶務

課長 

 

 



 

 

41 

 

 

 

機     関 職 

農 林 事 務 所  所長 副所長 センター長 課長（北九州及び京築の普及指導センターに

置かれるものを除き、福岡、北筑前、南筑後、八女、久留米、朝倉、飯塚及

び田川の普及指導センターにおいては地域振興課長に限る。） 出張所長 

農林業総合試験場 場長 センター長 副場長 副センター長 管理部長 企画部長 総務・普

及部長 総務課長 分場長 

農 業 大 学 校  校長 副校長 教務部長 

家畜保健衛生所  所長 副所長 管理衛生課長 

農地開発事務所  所長 副所長 課長 

水産海洋技術センター 所長 副所長 研究所長 総務課長 

県土整備事務所  所長 副所長 支所長 センター長 副センター長 地域整備企画監 課長

 室長 出張所長 

港 務 所  所長 庶務課長 

流域下水道事務所 所長 庶務課長 

福岡県行政組織規則第二百六

十条の二に規定する出先機関 

副理事 参事 

教 育 事 務 所  所長 副所長 主幹指導主事 人事管理主事 総務課長 

教 育 セ ン ター  所長 副所長 副理事 部長 総務課長 

体 育 研 究 所  所長 

美 術 館  館長 副理事 副館長 総務課長 

図 書 館  館長 副理事 副館長  

社会教育総合センター 所長 副理事  

英彦山青年の家  所長 総務課長 

少 年 自 然 の家  所長 

九州歴史資料館  館長 副理事 副館長 

県立の中学校、高等学校、中

等教育学校及び特別支援学校 

校長 副校長 教頭 事務長 船長 
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（２）職員団体の登録等 

ア 地方公務員法第５３条の規定に基づく登録職員団体は、令和２年度末現在で１４団体である。 

イ 令和２年度における上記事務の処理状況は、役員変更１５件、解散１件である。 

〔登録職員団体の状況〕 

 （県関係）                                      （令和３年３月３１日現在） 

職員団体の名称 
登 録 

年月日 
事務所の所在地 

単一団体又は 

連合体の別   
組合員数 

自治労福岡県職員

労働組合 

S41.10.18 

(S26. 5.10) 

福岡市博多区東公園７番７号 

（福岡県庁内地下 1階） 

単一体 （含現業） 

5,906 

福岡県高等学校教

職員組合 

S41.10.18 

(S26. 5.10) 

福岡市東区馬出１丁目９－１３ 単一体 ※443 

福岡県教職員組合 

 

S41.10.18 

(S26. 7. 1) 

福岡市東区馬出４丁目１２番２２号 

県教育会館内 

単一体 2,981 

福岡県公立小中学

校事務職員組合 

S44. 8.18 福岡市博多区東公園７番７号 

（福岡県庁内地下１階） 

単一体 38 

福岡教育連盟 

 

S47.11. 6 福岡市博多区東公園７番７号 

（福岡県庁内地下１階） 

単一体 ※1,123 

福岡県教育管理職

員協議会 

S50. 2.25 福岡市博多区下川端町９番１２号 

福岡武田ビル５階 

単一体 767 

福岡県立学校事務

職員組合 

S58.11.25 執行委員長在任校 

[ひびき高等学校内] 

単一体 23 

福岡県高等学校水

産実習船労働組合 

H24. 4.13 宗像市田熊２－４－２８ 

十時 博一宅 

単一体 9 

福岡県教職員労働

組合 

H26. 1.14 執行委員長の勤務校 

[糸島市立加布里小学校内] 

単一体 ※210 

 （受託町関係） 

職員団体の名称 
登 録 

年月日 
事務所の所在地 

単一団体又は 

連合体の別   
組合員数 

自治労芦屋町職員

労働組合 

S42.11.27 遠賀郡芦屋町中ノ浜４番１６号 単一体 118 

自治労水巻町職員

労働組合 

S43. 5.18 遠賀郡水巻町頃末北１－１－１ 

水巻町役場内 

単一体 119 

自治労岡垣町職員

労働組合 

H 5.11.10 遠賀郡岡垣町大字野間１丁目１番１号

岡垣町役場内 

単一体 ※92 

 

自治労鞍手町職員

労働組合 

H16. 7.29 鞍手郡鞍手町大字中山３７０５番地 

鞍手町役場内 

単一体 ※89 

自治労小竹町職員

労働組合 

H18.12.28 鞍手郡小竹町大字勝野３３４９番地 

小竹町役場内 

単一体 ※80 

（注）１ 登録年月日欄の（ ）内は、地方公務員法の一部を改正する法律（昭和４０年法律第７１号）

施行前の地方公務員法に基づく登録年月日を示す。 

   ２ ※は役員改選届の投票者数による。 
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